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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年６月26日に提出した第７期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤

りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

３　配当政策

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿線で示しております。

 

第一部【企業情報】
 

第４【提出会社の状況】
 

３【配当政策】

（訂正前）

(1）基本的な方針

（省略）

(2）配当の決定機関

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当ができる旨を定款で定めております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

(3）当事業年度に係る剰余金の配当

（省略）

 

（訂正後）

(1）基本的な方針

（省略）

(2）配当の決定機関

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当ができる旨を定款で定めております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　ただし、過去におきましては、上記方針に基づき検討したものの、１株当たり配当額と株主の皆様の配当金受取りに係る

コストを総合的に勘案した結果、中間配当については見送り期末配当のみ実施しており、当事業年度におきましても、下記

のように期末配当のみとさせていただきました。

(3）当事業年度に係る剰余金の配当

（省略）
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